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◎　教育委員会規則	 　所管課（室）名
　○長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の  学 芸 文 化 課
　　範囲を定める規則の一部を改正する規則

　長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を
改正する規則をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県教育委員会教育長　池松　誠二　
長崎県教育委員会規則第７号

長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一
部を改正する規則

　長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則（平成16
年長崎県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

教育委員会規則

改正後 改正前

　　（市町村が処理する事務の範囲）
第２条　次の表の左欄に掲げる事務は、右欄に掲げるとおり
とする。

　　（市町村が処理する事務の範囲）
第２条　次の表の左欄に掲げる事務は、右欄に掲げるとおり
とする。

１　特例条例第２条の表１
の項に規定する市町村立
学校職員給与負担法（昭
和23年法律第135号）第
１条に規定する職員に係
る市町村立学校県費負担
教職員の給与等に関する
条例（昭和32年長崎県条
例第46号）の施行に係る
事務のうち、人事委員会
規則に基づく事務であっ
て別に教育委員会規則で
定めるもの

１～４　略 　特例条例第２条の表１の
項に規定する市町村立学校
職員給与負担法（昭和23年
法律第135号）第１条に規
定する職員に係る市町村立
学校県費負担教職員の給与
等に関する条例（昭和32年
長崎県条例第46号）の施行
に係る事務のうち、人事委
員会規則に基づく事務で
あって別に教育委員会規則
で定めるもの

１～４　略

２　特例条例第２条の表２
の項に規定する長崎県文
化財保護条例（昭和36年
長崎県条例第16号）の施
行に係る事務のうち別に
教育委員会規則で定める
もの

長崎県文化財保護条例（昭和36年
長崎県条例第16号。以下この項にお
いて「条例」という。）に基づく事
務のうち次に掲げるもの（１のアか
らキまでに掲げるものについては、
県指定史跡名勝天然記念物の指定に
係わる地域内であって、その地域が
２以上の市町村の区域に及ばないも
のに限る。２及び３において同じ。）
１　条例第38条第１項の規定による
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現状変更又は保存に影響を及ぼす
行為のうち次に掲げる事項の許可
に関すること
ア　小規模建築物（階数が２以下
で、かつ、地階を有しない木造
又は鉄骨造の建築物であって、
建築面積（増築又は改築にあっ
ては、増築又は改築後の建築面
積）が120平方メートル以下の
ものをいう。イにおいて同じ。）
で２年以内の期間を限って設置
されるものの新築、増築又は改
築
イ　小規模建築物の新築、増築又
は改築（増築又は改築にあって
は、建築の日から50年を経過し
ていない小規模建築物に係るも
のに限る。）であって、指定に
係る地域の面積が150ヘクター
ル以上である県指定史跡名勝天
然記念物に係る都市計画法（昭
和43年法律第100号）第８条第
１項第１号の第一種低層住居専
用地域、第二種低層住居専用地
域又は田園住居地域におけるも
の
ウ　工作物（建築物を除く。以下
このウにおいて同じ。）の設置
若しくは改修（改修にあって
は、設置の日から50年を経過し
ていない工作物に係るものに限
る。）又は道路の舗装若しくは
修繕（それぞれ土地の掘削、盛
土、切土その他土地の形状の変
更を伴わないものに限る。）　

エ　条例第36条に規定する県指定
史跡名勝天然記念物の管理に必
要な施設の設置又は改修
オ　電柱、電線、ガス管、水管、
下水道管その他これらに類する
工作物の設置又は改修
カ　建築物等の除却（建築又は設
置の日から50年を経過していな
い建築物等に係るものに限る。）
キ　木竹の伐採（県指定名勝又は
県指定天然記念物の指定に係る
木竹については、危険防止のた
め必要な伐採に限る。）　
ク　県指定史跡名勝天然記念物の
保存のため必要な試験材料の採
取
ケ　県指定天然記念物に指定され
た動物の個体の保護若しくは生
息状況の調査又は当該動物によ
る人の生命若しくは身体に対す
る危害の防止のため必要な捕獲
及び当該捕獲した動物の飼育、
当該捕獲した動物への標識若し
くは発信機の装着又は当該捕獲
した動物の血液その他の組織の
採取
コ　県指定天然記念物に指定され
た動物の動物園又は水族館相互
間における譲受け又は借受け
サ　県指定天然記念物に指定され
た鳥類の巣で電柱に作られたも
の（現に繁殖のために使用され
ているものを除く。）の除却
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シ　アからサまでに掲げるものの
ほか条例の施行に係る事務のう
ち規則に基づく事務であって別
に規則で定めるもの

２　条例第38条第２項において準用
する条例第15条第２項の規定によ
る指示（前号アからシまでに掲げ
る事項に係るものに限る。）　
３　条例第38条第２項において準用
する条例第15条第３項の規定によ
る停止命令又は許可の取消し（第
１号アからシまでに掲げる事項に
係るものに限る。）　

　　　附　則
　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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